
 

埼玉県国公立高等学校等専攻科の生徒への奨学のための給付金事業支給要綱 

 

 

 （通則） 

第１条 専攻科の生徒への奨学のための給付金（以下「給付金」という。）の支給に関

しては、高等学校等修学支援事業費補助金（専攻科の生徒への奨学のための給付

金）交付要綱（令和２年４月１日文部科学大臣決定）及び高等学校等修学支援事業

費補助金（専攻科の生徒への奨学のための給付金）の取扱いについて（令和２年４

月７日付け文部科学省初等中等教育局長通知）に定めるもののほか、この要綱の定

めるところによる。 

 

 （目的） 

第２条 埼玉県教育委員会（以下「教育委員会」という。）は国公立高等学校及び国公

立中等教育学校の後期課程に設置される専攻科の生徒等（以下「専攻科生」とい

う。）の保護者等（高等学校等就学支援金の支給に関する法律（平成２２年法律第

１８号。）第３条第２項第３号に規定する保護者等をいう。以下「保護者等」とい

う。）に対し、予算の範囲内において給付金を支給し、国公立高等学校等の専攻科

における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与するこ

とを目的とする。 

 

 （支給対象世帯及び給付額） 

第３条 別記１（1）に定める保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割

が非課税である世帯及び家計急変による経済的理由から保護者等全員の道府県民

税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税に相当すると認められる世帯で、

別記１（2）に定める範囲の支給対象の生徒等の保護者等に対して、授業料以外の教

育に必要な経費として年額 36,500円を支給する。７月より前に家計が急変し、通常

の給付金に係る期日までに申請のあった世帯には、年額を支給する。７月以降に家計

が急変した世帯には、年額に申請翌月以降の月数を乗じて１２で除した額を支給す

る。 

２ 新入生に対し、４月から６月分に相当する額を早期に給付することができるものと

する。４月より前に家計が急変し、４月から６月相当分の給付金に係る期日までに申

請のあった世帯には、前項の給付額に４分の１を乗じた額を支給する。４月以降に家

計が急変し、申請のあった世帯には、前項と同様の取り扱いにより支給する。 

３ 高校生等のオンライン学習に係る通信費として、1人当たり年額 10,000円（月額に

換算する場合は、1,000円（６月～翌年３月の１０月））を第１項の給付額に加えた

額を支給する。なお、オンライン学習に係る通信費は、当該経費に確実に活用される

ようにするため、誓約書等により使途の確認ができた場合のみ支給するものとする。 

 



 

 （支給の回数） 

第４条 給付金の支給は、高等学校等の専攻科に通う一人の生徒につき各年度１回、通

算２回（当該生徒の通う高等学校等専攻科の定める修業年限が１年の場合は１回）

を上限とする。 

 

 （支給の申請） 

第５条 給付金の支給を受けようとする保護者等（以下「申請者」という。）は、次の

書類を教育委員会に提出するものとする。 

（１） 埼玉県国公立高等学校等専攻科の生徒への奨学のための給付金受給申請書（様

式第１号） 

（２） 別記２に定める証明書類 

（３） その他教育委員会が必要と認める書類 

（４） 埼玉県国公立高等学校等専攻科の生徒への奨学のための給付金振込口座届（様

式第５号）（埼玉県立の高等学校の専攻科に在学する生徒のいる世帯で入学

料・授業料等の振替口座に申請者の名義の普通預金口座が指定されている場合

を除く） 

（５） 個人対象要件証明書（様式第７号）（埼玉県外の専攻科に通う生徒について、

専攻科の生徒への修学支援事業の補助要件を満たしていることの確認が必要な

場合のみ） 

 

２ 前項に定める書類は、教育委員会が別途定める日までに提出するものとする。ただ

し、やむを得ない理由によりその日までに提出できないと教育委員会が認めた場合

はこの限りではない。 

 

 （支給決定の審査） 

第６条 教育委員会は、前条の申請書類を受理したときは、必要な事項を審査の上、支

給する要件に合致しているか別記１(3)に定めるとおり審査し、給付金について支給

又は不支給の決定を行うものとする。 

２ 教育委員会は、前項の支給又は不支給についてその旨を当該申請者に支給決定通知

書（様式第２号）又は不支給決定通知書（様式第３号）により通知するものとす

る。 

 

 （支給決定の取消等） 

第７条 教育委員会は、次の各号に掲げる事由に該当すると認める場合には、給付金の

支給の決定を取り消し、併せて給付額の全部又は一部について返還を求めることが

できる。なお、その場合にはその旨を当該受給者に支給決定取消通知書（様式第４

号）により通知するものとする。 

（１） 偽りその他不正の手段により支給の決定を受けた場合 



 

（２） その他支給することが適当でないと教育委員会が認めた場合 

 

 （支給の方法） 

第８条 給付金は、原則として第６条の規定による支給決定を受けた者に対して次の各

号に掲げる区分に応じて教育委員会が定める期日に支給するものとする。 

 （１） 埼玉県立の高等学校の専攻科に在学する生徒のいる世帯で入学料・授業料等

の振替口座に申請者の名義の普通預金口座が指定されている場合   

     当該指定口座 

 （２） 上記以外の場合   

     埼玉県国公立高等学校等専攻科の生徒への奨学のための給付金振込口座届

（様式第５号）で指定する口座 

 

 （代理受領） 

第９条 保護者等が学校へ納入すべき授業料以外の教育費に未納がある場合、学校長

は、保護者等からの委任状（様式第６号）の提出により、給付金を未納分の学校へ

納入すべき授業料以外の教育費に充てることができる。 

 

 （その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度定めるものとする。 

 

  附 則 

この要綱は、令和２年６月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和２年７月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和２年１０月１４日から施行する。 

 


